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水道施設工事共通仕様書【土木工事編】（令和７年５月１日）　新旧対照表

第１条 （略） 第１条 この要領は、建設業の働き方改革を確保するため、いわき市水道局が発注する建設工事において
週休２日等確保工事（以下、「確保工事」という。）を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとす
る。

第２条 （略） 第２条 この要領において用いる用語の定義は、次の各号のとおりとする。
⑴～⑺　（略） ⑴「週休２日」とは、対象期間において、土日に限らず、４週８休(現場閉所率28.5%)以上の現場閉所を行っ

たと認められる状態をいう。なお、週休２日は、毎週土日現場閉所とする「完全週休２日」とは異なる。
⑵「週休２日交替制」とは、対象期間において、技術者及び技能労働者が交替しながら所定の休日率が４週
８休（対象期間内に現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合が28.5％以上の水準の状態を
いう。）以上の休日を確保したと認められる状態をいう。
⑶「完全週休２日」とは、対象期間中の各週において、土日の現場閉所を原則とし、かつ対象期間内で４週
８休（現場閉所率28.5%）以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。なお、受注者自らが土日以外
（祝日など）にも現場閉所することは可能とする。また、事前の指示・協議により、災害対応や地元調整等
から土日の施工が指定された場合、悪天候により稼働日数が極端に少なくなる場合など、やむを得ないと認
められる場合は土日に代わる現場閉所日を設定できるものとする。
⑷「週休２日等」とは、「週休２日」、「週休２日交替制」及び「完全週休２日」のいずれかをいう。
⑸「対象期間」とは、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から現場完了までの期間をいう。た
だし、年末年始休暇７日間、夏季休暇４日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止して
いる期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業

を余儀なくされている期間など）は含まない。
⑹「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所
での事務作業を含めて１日を通して現場作業が無い状態をいう。
⑺「現場休息」とは、分離発注工事の場合において各発注工事単位で、現場事務所での事務作業を含めて
１日を通して現場作業が無い状態をいう。

⑻ 削除 ⑻「４週６休」、「４週７休」、「４週８休」とは、対象期間内の現場閉所日の割合（以下、「現場閉所率」
という。）が、別表第１の水準にそれぞれ達した状態とする。

　　（現場閉所率 =【閉所日数／対象日数】×100：小数点第２位を四捨五入）


⑻ （略） ⑼「発注者指定型」とは、発注者が週休２日等に取り組むことを指定する方式をいう。

第３条 （略） 第３条 この要領の対象となる工事は、本局発注の工事すべてとする。ただし、緊急性のある工事又は工程
上の制約により、休日の確保が困難であると判断される工事を除くものとする。
　なお、確保工事の対象外工事であっても、受注者が週休２日等の実施を希望する場合は、受発注者協議の
上で対象とすることが出来る。

第４条 確保工事の実施方法等は、国土交通省不動産・建設経済局建設業課長より通達する「週休2日 第４条 確保工事の実施方法等は、次の各号のとおりとする。なお、土木工事と建築工事については、
の推進に向けた適切な費用計上等について」のとおりとする。なお、土木工事と建築工事については、 いわき市週休２日等確保工事実施要領第４条に基づき実施するものとする。
いわき市週休２日等確保工事実施要領第４条に基づき実施するものとする。 ⑴　受注者は、施工計画書に週休２日相当の休日を確保した工程表を添付し、監督員に提出するものとする。

なお、分離発注工事の受注者は、受注者間で協力し、工事進捗に影響がないよう現場休息予定日を調整した
⑴～⑺　　削除削除 上で工程表を作成するものとする。

⑵　受注者は、工程表に基づき、現場着手日前に「閉所計画・閉所実績（様式１）」を提出する。
⑶　受注者は、工程表で定めた休日は、下請企業を含む工事現場の全労働者を休日又は休暇とするものと
する。
⑷　受注者は、対象期間中、やむを得ない理由で休日と定めた日に作業を行う場合は、振替休日を設定し、
事前に監督員と協議するものとする。
⑸　受注者は、月初めに「閉所計画・閉所実績（様式１）」に前月分の実績を記載の上、監督員に提出する。
⑹　受注者は、週休２日等の達成状況により行われた補正を下請契約にも反映させるものとする。
⑺　監督員は、受注者の週休２日等の取り組みに対し支障が出ないよう、全体工程に影響を与える工事立会
や協議等について迅速に対応するとともに、緊急性がある場合を除き、資料作成を含め現場閉所日に作業が
生じないよう適切に指示等を行うように努め、工程調整等に配慮するものとする。
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第５条 確保工事の設計価格は、水道施設積算基準第２章第19節「週休２日工事に要する費用の積算」に 第５条 確保工事の設計価格は、次の各号により積算するものとする。
基づき積算するものとする。 ⑴　工期は、４週８休対応の標準工期以上の期間とする。

⑵　当初設計価格は、４週８休の補正率を適用し、工事費を積算するものとする。
⑴～⑷　　削除 ⑶　工事の補正項目及び補正率は、水道施設積算基準第２章第19節「週休２日工事に要する費用の積算」

に基づくものとする。
⑷　現場完了日時点で現場閉所の達成状況を確認し、４週８休を確保できなかった場合は、達成状況に
応じた減額変更を行うものとする。

第６条 （略） 第６条 確保工事については、発注者指定型の工事である旨等を特記仕様書等に記載するものとする。

第７条 工事成績評定については、次の各号のとおりとする。 第７条 工事成績評定は、４週８休以上の休日の確保が確認できた場合、加点評価を行う。また受注者の
⑴ 受注者が４週８休以上の休日を確保できた場合、第１評定「５.創意工夫」「その他」の項目で、加点 責により４週８休以上の休日が確保できなかった場合は、達成状況に応じ減点する。それぞれの評価方法
評価を行う。 については、別表第２によるものとする。
⑵ 受注者の責により４週８休の休日を確保できなかった場合、第１評定の「２.施工状況」「Ⅱ.工程管理」 　なお、令和８年３月までに起工する工事の減点評価は行わない。

において「ｄ」判定とし、第２評定の「２.施工状況」「Ⅱ.工程管理」において「３の項目を評価しない
(×とする)」とする。(減点評価)
⑶ 令和８年３月までに起工する工事の減点評価は行わない。

第８条 （略） 第８条 この要領に定めのない事項については、受発注者協議により定めるものとする。

別表第１　　削除 別表第１（第２条関係）
週休の区分

備考　現場閉所日には、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても含めるものとする。

別表第２　　削除 別表第２（第７条関係）
工事成績評定の採点

備考　令和８年３月までに起工する工事の減点評価は行わない。
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区 分 ４週６休 ４週７休 ４週８休 

現場閉所状況 
４週６休以上 

４週７休未満 

４週７休以上 

４週８休未満 
４週８休以上 

現場閉所率 
21.4％以上 

25％未満 

25％以上 

28.5％未満 
28.5%以上 

 

区分 評価方法 

加点 第一評定：「５創意工夫 Ⅰ．創意工夫」に４点加点 

減点※ 
第一評定：「２施工状況 Ⅱ.工程管理」でｄ判定 

第二評定：「２施工状況 Ⅱ.工程管理４の項目」に× 
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水道局週休２日等確保工事実施フロー　　削除
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改定頁

共通仕様書

第５章
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